
 

 

                         14時 国土交通省同時発表 

  岐阜県県政記者クラブ加盟社各位 

 

 

 

 

 
 
 
令和７年度水防功労者国土交通大臣表彰について 

 

 

国土交通省では、毎年、水防法第４６条に基づく水防功労者表彰規則（昭和３１年３月

３０日建設省令第６号）により、水防に従事し、よくその任務を遂行され、水災の防止も

しくは軽減に優れた功績を挙げられた方を表彰しています。 

このたび、令和７年度水防功労者国土交通大臣表彰に岐阜県から６名が選ばれ、表彰式

が開催されますのでお知らせします。 

  

記 

 

１ 日 時 

令和８年１月２７日（火）１４時００分～１４時３０分 

 

２  場 所  

国土交通省１０階共用会議室 

  （東京都千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎第３号館） 

 

３ 受賞者 

【個人（永年功労）】  

・林
はやし

 武男
た け お

 氏 ［岐阜市長
なが

良
ら

水防団・団長］ 

・谷川
たにがわ

 英喜
ひ で き

 氏 ［岐阜市長
なが

良
ら

水防団・副団長］ 

・山本
やまもと

 真
まさ

伸
のぶ

 氏 ［岐阜市島
しま

水防団・団長］ 

・後藤
ご と う

 政
まさ

幸
ゆき

 氏 ［木曽川右岸地帯水防事務組合前渡
ま え ど

水防団・団長］ 

・神谷
か み や

 善彦
よしひこ

 氏 ［岐阜市黒野
く ろ の

水防団・団長］ 

・川地
か わ ち

 宏和
ひろかず

 氏 ［岐阜市金華
き ん か

水防団・団長］ 

 

４ 取材について 

（１）申し込み方法 

表彰式の取材を希望される報道関係者の方は、１月２３日（金）１２時までに、 

国土交通省水管理国土保全局河川環境管理課水防企画室へメールでお申し込みくださ

い。メールには以下の必要事項を記載してください。 

【アドレス】hqt-suibou2@ki.mlit.go.jp 

【必要事項】①社名、②役職、③氏名（よみがな）、④連絡先（電話＆E-mail） 

※②～④については、参加者全員分の記載をお願いします。 

※取得した個人情報は適切に管理され、必要な用途以外に利用されません。 

令和８年１月２０日（火） 岐阜県発表資料  

担当課 担当係 担当者 電話番号 

河川課 
管理調整監 

水政係長 

長谷川 

野田 

内線 4631,4633 

直通 058-272-8603 

FAX  058-278-3568 

 

 

mailto:hqt-suibou2@ki.mlit.go.jp


 

 

（２）注意事項 

・写真撮影にあたっては、進行の妨げにならないようお願いします。 

・腕章等を見える位置につけてください。腕章等が見える位置についていない場合、

会場内への入場をお断りする場合があります。 

・当日は１３時４５分に国土交通省１０階共用会議室前にお集まりください。 

・公務等の都合により、開始時間・場所等が変更となる可能性があります。 

 

５ 表彰式に関する問い合せ先 

国土交通省水管理・国土保全局 河川環境管理課 水防企画室 

代表電話 03-5253-8111(内線35452、35455) 

直通電話 03-5253-8460 

 

 

 

〇参 考 

水防功労者表彰規則（昭和三十一年三月三十日建設省令第六号）（抜粋） 

（通則）  

第一条 国土交通大臣が、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関 

し著しい功労があると認められるもの（以下「水防功労者」という。）に対して行

う表彰については、この規則の定めるところによる。  

 

（表彰の推薦）  

第二条 都道府県知事は、当該都道府県に水防功労者であると認められる者があると

きは、その旨を国土交通大臣に推薦するものとする。  

 

（表彰の方法）  

第三条 国土交通大臣は、前条の規定による推薦に基づいて表彰を行うものとする。  

２ 前項の表彰は、賞状を授与して行うものとする。  

３ 第一項の表彰は、前項の賞状に報賞金その他の副賞を付して行うことができる。  

 


